
様式第１号（第６条関係） 
（その１） 

  年  月  日 

 

敦賀市長 あて 

申請者 

       〒    － 

住    所 

氏    名                 

電 話 番 号 

生 年 月 日      年  月  日 

 

敦賀市空き家小規模修繕等補助金交付申請書 

 

 標記事業について補助金の交付を受けたいので、敦賀市空き家小規模修繕等補助金交付要綱第６

条第１項の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

空き家の所在地 
（地名地番） 

（住居表示） 

空き家の所有者等 
（住所） 

（氏名） 

所有者等と続柄 
 □本人  □相続人 

□配偶者 □子 □孫 □その他（       ） 

修繕等に要する費用 金            円（消費税抜き） 

補助金申請額 金            円 

修繕等の開始予定日      年   月   日 

修繕等の完了予定日      年   月   日 

  

≪添付書類≫ 別紙のとおり 

 

 



別紙 

敦賀市空き家小規模修繕等補助金交付申請書添付書類 

 

書類名及び内容 確認欄 

空き家の登記事項全部証明書、固定資産評価証明書又は納税通知書 
 

他の所有権者又は所有権者の相続人から委任を受けたものが申請するときは、所

有権者の委任状（所有権者が複数存する場合は、所有権者全員の委任状） 

 

誓約書（様式第１号 その２） 
 

同意書（様式第１号 その３） 
 

委任状（様式第１号 その４） 

（所有権者又は相続人が複数いる場合のみ提出） 

 

使用実態がないことが確認できる写真等 
 

修繕等の着工前の写真 
 

修繕等の見積書（内訳明細が分かるもの）の写し 
 

申請者の住民票の写し（法人にあっては、登記事項証明書） 
 

市長が必要と認める書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（その２） 

    年  月  日 

 

敦賀市長 あて 

                                      

住    所 

氏    名                 

電 話 番 号 

 

        

 

誓  約  書 
 

 

 

 

  下記の家屋は、現在空き家となっており、かつ、私が所有しその処分に権限を有していること

を誓約するとともに、当該空き家の現況写真を提出します。 

  このため、私が空き家の修繕等を実施するに当たり、当該空き家の利害関係者による疑義及び

紛争が生じたときは、私が責任をもって解決することをお約束します。 

 

 

 

 

                       

空き家の所在地 

（地名地番） 

（住居表示） 

申し立てる内容 

 

 

 

 

 

 

① 所定の欄に記載できないときは、別紙に記載のうえ、添付すること。 

② 証拠書類等を提出する場合は、添付すること。 

 

 

 

 



（その３） 

 

 

同  意  書 

 

 

 敦賀市空き家小規模修繕等補助金交付申請に当たり、敦賀市に提供した個人情報については、敦賀

市空き家小規模修繕等補助金交付要綱第１６条に基づき、申請に係る事務処理に利用する他、アン

ケート等の調査に利用することに同意します。 

また、同一の補助対象に対し、他の補助金を受けていないか調査するために、利用し、又は国及

び福井県へ提供することに同意します。 

 

 

 

  年  月  日  

 

 

敦賀市長  あて 

 

 

                    住 所                   

 

                    氏 名                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（その４） 

 

  年  月  日 

 

敦賀市長 あて 

                                      

住    所 

氏    名                 

電 話 番 号 

 

        

 

委 任 状 
 

 

 

 

  私は、下記の空き家の修繕等に同意するとともに、修繕等及び敦賀市空き家小規模修繕等補助

金に係る手続の一切の権限を次の者に委任します。 

 

 

 

空き家の所在地 

（地名地番） 

（住居表示） 

委任者の住所  

委任者の氏名  

委任者の電話番号  

  


